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１. 本制度について 

 本制度は平成２５年１１月１５日に発足し、公

益財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登

録センターが主体となり、除染等業務を実施する

元請事業者の参加によって運用を行っている。 

 本制度の目的は、「１）．労働者が複数の事業場

で順次作業する際に、過去の被ばく線量を確実に

把握する為、元請事業者が放射線管理手帳制度と

相まって、労働者の過去の被ばく線量を一元的に

管理できる」「２）．記録を散逸なく保管し、過去

の被ばく線量の記録を把握できる」「３）．既存の

放射線管理手帳と原子力システムとの連携を図

ること」の３事項としている。 

本制度の適応対象は、土壌等の除染等の業務

（除染電離則第２条第７項）、廃棄物収集等業務

（同項）、特定汚染土壌取扱業務（同項）、特定線

量下業務（除染電離則第２条第８項）、事故由来

廃棄物等の処分業務（電離則第２条第３項）で業

務を行う除染等従事者としている。 

平成２６年１２月８日より、制度参加事業者は

インターネット回線を介して従事者の線量登録

を行うと共に、被ばく前歴等を照会することを可

能とした。また、既存の原子力施設を対象とした

登録管理システムと連携し、それぞれの被ばく線

量等の登録管理情報について相互照会が可能な

仕組みとした。 

２. 現在の登録状況及び分布状況 

（登録の状況） 

表－１に平成２７年３月３１日までの定期

（四半期）線量の登録状況と記録引渡し状況を

示す。制度参加事業者数は、定期線量登録及び

記録引渡しを行う事業者が４９社、記録引渡し

のみを行う事業者が１１０社である。 

表－１：定期線量及び記録引渡し状況 

 登録件数 

定期線量（件） １２１,３３２ 

記録引渡し（件） ９,８９８ 

（被ばく線量の状況） 

表－２に中央登録番号を基に個人ごとに線量

集計を行った除染等業務従事者の平成２４年

（暦年）及び平成２５年（暦年）の被ばく線量

状況を示す。 

 表－２：平成２４年（暦年）及び平成２５年

（暦年）の被ばく線量状況（平成２７年３月３

０日現在の登録データを基に集計） 

 平成２４年 平成２５年 

合計人数
（人） 

１１,０５８ ２０,５６４ 

最大線量 

（mSv） 
１３．９ ６．７ 

平均線量 

（mSv） 
０．５ ０．５ 

合計線量 

(人・mSv) 
５,２２６．０ １０,７１９．８ 

３. 制度運用上の課題 

 本制度の運用上の課題として、「１）確実な定

期線量の登録及び記録引渡しの推進」「２）制度

の確実な運用（放射線管理手帳の発行、記載、

本人への返却等）」等が挙げられる。 

 上記について、元請事業者を含めた関係事業

者の本制度に対する更なる理解が必要である。 

４. まとめ・今後の展望 

 本制度は、除染等業務従事者の一元的な被ばく

線量管理を可能とし、放射線管理を行う上で有効

な制度であり、今後も確実な制度の運用に努める。 


